
 

 

 

事務事業名 介護・訓練等給付事業 事業コード 0381 

所属コード 062100 課等名 障がい福祉課 係名 相談認定係 

課長名 石橋浩幸 担当者名 松井 貴 内線番号 2515 

評価分類 ■ 一般  □ 公の施設  □ 大規模公共事業  □ 補助金  □ 内部管理 

 

１ 事務事業の基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 概要 

総合計画 

体系 

施策の柱 いきいきとして安心できる暮らし コード 1 

施策 共に歩む障がい者福祉の実現 コード 3 

基本事業 障がい者福祉サービスの充実 コード 2 

予算費目名 一般会計  3款 1項 2目 介護給付等給付事業（004-01） 

一般会計 3款 1項 2目 訓練等給付事業（004-02） 

特記事項  

事業期間 □単年度  ■単年度繰返  □期間限定複数年度 開始年度 平成 15年度 

根拠法令等 障害者自立支援法 

身体障害者福祉法 

知的障害者福祉法 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

児童福祉法 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 

厚生労働省所管補助金等交付規則 

障害者自立支援給付費等国庫負担（補助）金交付要綱 

障害者自立支援給付費県費負担金交付事務処理要領 

 

(2) 事務事業の概要 

障害福祉サービスの利用を希望する障がい者に対し，障がい程度や生活状況等を調査，勘案し

た上で各サービスを支給決定し，障がい者及びその家族の生活上の便宜を図る。 

 また，事業者は月ごとに報酬のうち利用者自己負担分を除いた額を市あてに請求する。市は事

業所からの請求内容を審査し，介護給付費・訓練等給付費等を支給する。 

 

(3) この事務事業を開始したきっかけ（いつ頃どんな経緯で開始されたのか） 

身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法等に基づく支援費制度（平成 15 年 4 月から平成 18 年

3月まで），障害者自立支援法（平成 18年 4月施行）によるもの。 

 

 

 

 

（平成 23年度実施事業） 



 

(4) 事務事業を取り巻く現在の状況はどうか。(3)からどう変化したか。 

障害者自立支援法は平成 25年 3月までに改正し，名称も障害者総合支援法に変更される予定で

ある。変更内容としては，障害福祉サービスの対象に難病患者を加えること，グループホーム・

ケアホームの一本化，重度訪問介護の知的障がい者や精神障がい者への対象者拡大等が挙げられ

る。 

それまでのつなぎ法として障害者自立支援法の改正が行われた。その一部の同行援護とグルー

プケアホームの家賃助成は平成 23 年度 10 月から施行され,平成 24 年 4 月からは利用者負担の応

能負担の原則化，相談支援の充実，障害児支援の強化等全体部分が施行されている。 

 

２ 事務事業の実施状況（Do）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 対象（誰が，何が対象か） 

介護・訓練等給付事業のサービスを希望する障がい者 

 

(2) 対象指標（対象の大きさを示す指標） 

 

(3) 23年度に実施した主な活動・手順 

障害福祉サービスの利用を希望する障がい者に対し，障がい程度や生活状況等を調査，勘案し

た上で各サービスを支給決定した。 

また,毎月初めに受給者台帳を整理し,国保連に送付,国保連合会を通して事業所から請求され

た請求明細を審査し,介護給費等を支出した。 

 

(4) 活動指標（事務事業の活動量を示す指標） 

 

(5) 意図（対象をどのように変えるのか） 

日常生活に必要な支援を受けられる介護給付事業，自立した生活に必要な知識や技術を身に付

ける訓練等給付事業のサービスを受けることにより，障がい者が地域で安定した生活を送れるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

指標項目 単位 
21 年度 

実績 

22 年度 

実績 

23 年度 

計画 

23 年度 

実績 

26 年度 

見込み 

A 身体障がい者数 人 10,060 10,060 10,060 10,295 10,746 

B 知的障がい者数 人 1,746 1,804 1,804 1,804 1,840 

C 精神障がい者数 人 4,100 4,518 4,518 4,927 5,370 

指標項目 単位 
21 年度 

実績 

22 年度 

実績 

23 年度 

計画 

23 年度 

実績 

26 年度 

目標値 

A 介護給付費サービス利用者（延数） 人 17,248 18,420 18,420 19,575 21,875 

B 訓練等給付費サービス利用者（延数） 人 7,019 8,283 8,283 9,318 11,618 

C        



 

(6) 成果指標（意図の達成度を示す指標） 

 

(7) 事業費 

項目 財源内訳 単位 21 年度実績 22 年度実績 23 年度計画 23 年度実績 

事業費 ① 国 千円 1,153,892 1,331,240 1,346,654 1,457,068 

② 県 千円 576,946 665,620 673,327 728,534 

③ 地方債 千円    0 

④ 一般財源 千円 576,945 665,620 673,327 728,534 

⑤ その他（       ） 千円 0   0 

A  小計 ①～⑤ 千円 2,307,783 2,662,480 2,693,308 2,914,136 

人件費 ⑥ べ業務時間数 時間 6,000 6,000 6,000 6,000 

B 職員人件費 ⑥×4,000 円 千円 24,000 24,000 24,000 24,000 

計 トータルコスト A＋B 千円 2,331,783 2,686,480 2,717,308 2,938,136 

備考 

 

 

３ 事務事業の評価（See）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 必要性評価（評価区分が「内部管理」の事務事業は記入不要） 

① 施策体系との整合性 

 当該事業の意図が総合計画の施策の目的に結びついている。 

 理由：各種のサービス利用により，障がい者が安心して生活を送ることが出来る。 

 

② 市の関与の妥当性 

 法定事務であり妥当である。 

 

③ 対象の妥当性 

 法定事務であり現状で妥当である。 

 

④ 廃止・休止の影響 

 法定事務であり廃止はできない。また，障がい者の生活を支え，また生きがいをもたらして

いるばかりではなく，障がい者の家族の生活を維持していく上でも重要である。 

指標項目 性格 単位 
21 年度 

実績 

22 年度 

実績 

23 年度 

計画 

23 年度 

実績 

26 年度 

目標値 

A 介護給付費サービス利用者 □上げる 

□下げる 

■維持 

人 

 

17,248 

 

18,420 

 

18,420 

 

19,575 

 

21,875 

B 訓練等給付費サービス利用者 □上げる 

□下げる 

■維持 

人 

 

7,019 

 

8,283 

 

8,283 

 

9,318 

 

11,618 

C  □上げる 

□下げる 

□維持 

      



 

 

(2) 有効性評価（成果の向上余地） 

  障害福祉サービスの利用者数については年々増加しているが，必ずしも制度についての十分

な理解が得られてはいないことから，更なる周知により制度の普及を図る必要がある。 

 

(3) 公平性評価（評価区分が「内部管理」の事務事業は記入不要） 

  特定の受益者はいない。 

 

(4) 効率性評価 

  サービス利用費の利用者負担金額を除いたもののうち２５パーセントについて市町村が負担 

する制度であり，サービス利用者数が減少しない限り事業費は減らないので削減はできない。 

 また人件費については,サービス利用に関する相談，申請，調査，施設との調整，事務処理に 

ついて，最低限の時間で対応しており，また制度改正も頻繁にあるため,削減は困難である 

 

４ 事務事業の改革案（Plan）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 改革改善の方向性 

  障害者自立支援法は平成 25年 3月までに改正し，名称も障害者総合支援法に変更される予定

であり,情報収集に努め，制度改正等に対応できる体制を整える。さしあたって平成 24 年 4 月

からの障害者自立支援法の改正の本格施行の対応を引き続き行う。 

 

(2) 改革改善に向けて想定される問題点及びその克服方法 

  平成 21年４月からの報酬改定,平成 22年 4月からの住民税非課税者の利用負担上限額の見直

し，平成 24年 4月からの障害者自立心法改正による権限委譲等による扶助費増加の財源確保。 

法施行による激変緩和措置，臨時特例交付金対策など複雑な制度の内容を熟知し分かりやす

く受給者に対し説明することが必要。 

 

５ 課長意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 今後の方向性 

□ 現状維持（従来どおりで特に改革改善をしない） 

■ 改革改善を行う（事業の統廃合・連携を含む） 

□ 終了・廃止・休止 

 

(2) 全体総括・今後の改革改善の内容 

 今後，大きな制度改革が見込まれることから，これに適切に対応するとともに，広報の活用や

制度案内資料の工夫等により対象者への情報の周知の充実を図る。 

 

 

 

 

事業の妥当性 組織マネジメント 


